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５類感染症移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について 

 

日頃より、本市の教育活動及び感染防止対策の推進にご理解とご協力をいただきあり

がとうございます。 

新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日付けで、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律上の５類感染症に移行するとされており、これまで３年

余に及んだ感染症との戦いに一つの節目を迎えることとなります。 

そこで、本市の各学校においても、５月８日以降、下記に配慮し、教育活動を進めて

まいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

記 

１ 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について 

(1) 平時 

○ 健康観察、適切な換気、手洗い等の対策を引き続き実施する。 

○ マスクの着用を求めないことを基本とする。また、給食等の食事をとる場面にお

ける「黙食」は必要ない。（大声、向かい合わせは控える。） 

(2) 感染流行時 

○ 活動場面に応じて、次のような措置を一時的に講じる。 

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える。 

・触れ合わない程度の身体的距離を確保する。 

２ 出席停止措置について 

  ○ 感染が確認された者の出席停止の期間は、発症した後５日を経過し、かつ、症

状が軽快した後１日を経過するまでを基準とする。 

○ 出席停止の解除後、発症から１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨する。 

○ 濃厚接触者の特定は行われなくなるため、同居の家族が感染していても、本人の

感染が確認されていない場合（症状がない場合も含む）は、出席停止とする必要は

ない。 

３ ご家庭において 

〇 体調が悪いときは、登校を控える。 

〇  毎朝、検温し、健康状態を把握する。（健康チェックカードは必要ない。） 

〇 学校行事への参加時のマスクの着用は、個人（家庭）の判断に委ねる。 
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